
個人情報の第三者への提供について同意のお願い 

個人情報保護法では、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人情報を第三者に提供してはな

らないとされていますが、健保組合等におけるガイドラインにより、被保険者等への保険給付等

のために通常必要な範囲の利用目的のうち、被保険者等にとって利益となるもの、または医療費

通知など健保組合等の負担が膨大である上、明示的な同意を得ることが必ずしも被保険者等本人

にとって合理的であるとは言えないものの利用範囲について、ホームページへの掲載、健保組合

の掲示板への掲示等により明らかにしておき、被保険者等から特段明確な反対、留保の意思表示

が無い場合は「黙示による包括的な同意」が得られていると解釈できることになっています。 

以下、（ア）～（ウ）の取扱いとなります。 

（ア） 被保険者等は、健保組合が示す利用目的の中で同意しがたいものがある 場合には、

その事項について、あらかじめ本人の明確な同意を得るよう健保組合に求めること

ができます。 

（イ） 被保険者等が、（ア）の意思表示を行わない場合は、公表された利用目的について

被保険者等の同意が得られたものといたします。 

（ウ） 同意及び留保は、その後、被保険者等からの申出により、いつでも変更することが

できます。 

当組合では、以下の項目につきその趣旨に該当するものとし、この項目について、加入者一

人一人に通知し事前同意を得ることは、当組合の負担が膨大となり、皆様にとっても合理的であ

るとはいえませんので、この公表をもって、加入者の皆様への通知といたします。 

この通知（公表）に同意されない場合は、被保険者証の記号・番号、氏名及び同意できない

理由を記載した文書をもって、当組合へお申出ください。お申出がなかった場合は、同意してい

ただいたものとさせていただきます。 

黙示の同意で実施する項目 

「医療費のお知らせ」・「給付金支給決定通知書」・「負傷原因のご照会」 

（1）ご家族の医療費情報等を黙示の同意により被保険者に提供します。 

○ 目的 

（1）「医療費のお知らせ」を本人分家族分まとめて発行します。 

（2）「給付金支給決定通知書」を本人分家族分まとめて発行します。 

（3）「負傷原因のご照会」を被保険者宛に行います。 

○ 第三者に提供する個人情報 



（1）「医療費のお知らせ」・・・受診者の氏名、受診医療機関名、診療年月、日数、診療区

分、医療費総額、自己負担額、健保負担額、健保給付金名称（接骨院・整骨院）、給

付金額 

（2）「給付金支給決定通知書」・・・対象者氏名、給付種別、給付金額、支給期間、日数 

（3）「負傷原因のご照会」・・・受診者の氏名、受診医療機関名、治療開始日、傷病（負傷）   

   名 

   ○ 提供方法 被保険者へ事業所を経由して郵便で送付 

（2）被保険者への医療情報等を黙示の同意により、事業主に提供します。 

○ 目的 

「医療費のお知らせ」・「給付金支給決定通知書」・「負傷原因のご照会」は、事業主を経由

して被保険者に配付します。 

○ 第三者に提供する個人情報：健康保険証記号・番号、被保険者名 

○ 提供方法：事業所へ郵便で送付 

  また、個人情報の第三者提供に関して、次の 4項目については例外として本人の同意を得る必

要はないとされています。 

1.法令に基づく場合 

2.人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困

難であるとき。 

3.公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同

意を得ることが困難であるとき。 

4.国の機関若しくは地方公共団体又はその受託を受けたものが、法令の定める事務を遂行するこ

とに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務遂行に支障

をきたす恐れがあるとき。 

お問合せ窓口 ： 〒930-0992 

富山市新庄町字馬場 18-8 

富山県自動車販売店健康保険組合  

           ＴＥＬ076-424-3322  
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